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可
決
し
た
議
案

第
3
回
定
例
会

条　

例

市
長
提
出
議
案

◆
三
鷹
市
立
学
校
設
置
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

◆
三
鷹
市
学
童
保
育
所
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

◆
三
鷹
市
立
保
育
園
設
置
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

こ
の
３
件
の
議
案
は
、
三
鷹

市
立
東
台
小
学
校
の
建
替
え
に

伴
い
、
三
鷹
市
立
東
台
小
学

校
、
三
鷹
市
東
台
小
学
童
保
育

所
、
三
鷹
市
立
東
台
保
育
園
の

位
置
の
一
時
的
な
変
更
及
び
規

定
の
整
備
を
行
う
も
の
で
す
。

◆
三
鷹
市
市
民
協
働
セ
ン
タ
ー

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

三
鷹
市
市
民
協
働
セ
ン
タ
ー

に
つ
い
て
、
指
定
管
理
者
に
よ

る
管
理
を
行
う
施
設
と
す
る
こ

と
と
し
、
指
定
管
理
者
に
よ
る

管
理
、
指
定
管
理
者
が
行
う
業

務
、
休
館
日
等
に
つ
い
て
定
め

る
も
の
で
す
。

に
つ
い
て
、
増
額
と
な
っ
た
個

人
住
民
税
の
還
付
を
行
う
た
め

の
予
算
に
不
足
が
生
じ
る
見
込

み
と
な
っ
た
。
ま
た
、
法
人
市

民
税
の
還
付
金
等
に
も
不
足
が

生
じ
る
見
込
み
と
な
っ
た
。
こ

れ
ら
の
還
付
金
等
に
つ
い
て
、

速
や
か
に
還
付
手
続
を
行
う
た

め
の
予
算
措
置
を
講
ず
る
必
要

が
生
じ
た
が
、
特
に
緊
急
を
要

す
る
た
め
議
会
を
招
集
す
る
時

間
的
余
裕
が
な
か
っ
た
こ
と
か

ら
、
地
方
自
治
法
第
179
条
第
１

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
20

年
７
月
23
日
、
市
長
に
お
い
て

専
決
処
分
を
行
っ
た
も
の
で

す
。
補
正
の
内
容
は
、
歳
入
歳

出
予
算
の
総
額
に
、
そ
れ
ぞ
れ

１
億
２
千
286
万
４
千
円
を
追
加

し
、
総
額
を
579
億
９
千
197
万
４

千
円
と
す
る
も
の
で
す
。

◆
平
成
20
年
度
三
鷹
市
一
般
会

計
補
正
予
算
（
第
３
号
）

　

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
、

そ
れ
ぞ
れ
２
億
５
千
901
万
６
千

円
を
追
加
し
、
総
額
を
582
億
５

千
99
万
円
と
す
る
も
の
で
す
。

　

歳
出
予
算
で
は
、
総
務
費
で

１
点
目
が
基
幹
系
シ
ス
テ
ム
関

係
費
の
増
５
千
565
万
円
で
す
。

２
点
目
が
市
民
税
賦
課
関
係
費

（
個
人
分
）
の
増
296
万
９
千
円

で
す
。次
に
、民
生
費
で
、健
康

福
祉
基
金
積
立
金
の
元
金
積
立

金
の
増
１
億
８
千
26
万
３
千
円

で
す
。
次
に
、
衛
生
費
で
、
１

点
目
が
先
導
的
環
境
活
動
支
援

事
業
費
の
増
200
万
円
で
す
。
２

点
目
が
介
護
保
険
事
業
特
別
会

計
繰
出
金
の
増
１
千
463
万
４
千

円
で
す
。
次
に
、教
育
費
で
、ス

ポ
ー
ツ
教
育
推
進
校
事
業
費
350

◆
三
鷹
市
消
防
団
員
等
公
務
災

害
補
償
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例

　

株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公

庫
法
の
施
行
に
伴
い
、
条
例
中

の「
国
民
生
活
金
融
公
庫
」の
用

語
を
「
株
式
会
社
日
本
政
策
金

融
公
庫
」に
改
め
る
も
の
で
す
。

◆
地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
に

伴
う
関
係
条
例
の
整
理
に
関
す

る
条
例

　

地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
に

伴
い
、「
三
鷹
市
議
会
政
務
調
査

費
の
交
付
に
関
す
る
条
例
」
を

は
じ
め
合
計
４
件
の
条
例
に
つ

い
て
、
用
語
を
改
め
る
な
ど
規

定
の
整
備
を
行
う
も
の
で
す
。

◆
公
益
法
人
等
へ
の
一
般
職
の

地
方
公
務
員
の
派
遣
等
に
関
す

る
法
律
の
一
部
改
正
に
伴
う
関

係
条
例
の
整
理
に
関
す
る
条
例

　

公
益
法
人
等
へ
の
一
般
職
の

地
方
公
務
員
の
派
遣
等
に
関
す

る
法
律
の
一
部
改
正
に
伴
い
、

「
三
鷹
市
職
員
の
公
益
法
人
等

へ
の
派
遣
等
に
関
す
る
条
例
」

を
は
じ
め
合
計
３
件
の
条
例
に

つ
い
て
、
引
用
法
律
名
を
改
め

る
な
ど
規
定
の
整
備
を
行
う
も

の
で
す
。補

正
予
算

◆
平
成
20
年
度
三
鷹
市
一
般
会

計
補
正
予
算
（
第
２
号
）
の
専

決
処
分
に
つ
い
て

　

地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
の
施
行
に
よ
る
所
得

税
か
ら
個
人
住
民
税
へ
の
税
源

移
譲
に
伴
い
、
平
成
19
年
中
の

所
得
額
の
減
少
等
に
よ
り
所
得

税
が
課
税
さ
れ
な
か
っ
た
個
人

万
円
を
計
上
す
る
も
の
で
す
。

　

歳
入
予
算
で
は
、
都
支
出
金

の
増
350
万
円
で
、
東
京
都
の
ス

ポ
ー
ツ
教
育
推
進
校
事
業
委
託

金
で
す
。
次
に
、
繰
入
金
の
増

２
億
１
千
159
万
６
千
円
で
す
。

次
に
、
繰
越
金
で
は
、
前
年
度

繰
越
金
を
４
千
392
万
円
増
額
す

る
も
の
で
す
。

◆
平
成
20
年
度
三
鷹
市
老
人
医

療
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
１

号
）

　

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
、

そ
れ
ぞ
れ
９
千
681
万
２
千
円
を

追
加
し
、
総
額
を
17
億
１
千
636

万
７
千
円
と
す
る
も
の
で
す
。

◆
平
成
20
年
度
三
鷹
市
介
護
保

険
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算

（
第
１
号
）

　

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
、

そ
れ
ぞ
れ
１
億
８
千
743
万
４
千

円
を
追
加
し
、
総
額
を
94
億
685

万
７
千
円
と
す
る
も
の
で
す
。

決
算
の
認
定

◆
平
成
19
年
度
三
鷹
市
一
般
会

計
歳
入
歳
出
決
算
の
認
定
に
つ

い
て

◆
平
成
19
年
度
三
鷹
市
国
民
健

康
保
険
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳

出
決
算
の
認
定
に
つ
い
て

◆
平
成
19
年
度
三
鷹
市
下
水
道

事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算

の
認
定
に
つ
い
て

◆
平
成
19
年
度
三
鷹
市
老
人
医

療
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算
の

認
定
に
つ
い
て

◆
平
成
19
年
度
三
鷹
市
介
護
サ

ー
ビ
ス
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳

出
決
算
の
認
定
に
つ
い
て

◆
平
成
19
年
度
三
鷹
市
介
護
保

険
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決

算
の
認
定
に
つ
い
て

◆
平
成
19
年
度
三
鷹
市
受
託
水

道
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決

算
の
認
定
に
つ
い
て

※
以
上
に
つ
い
て
は
８
面
参
照

人
事
議
案

◆
教
育
委
員
会
委
員
の
任
命
に

つ
い
て

秋
山
千
枝
子
氏
（
再
任
）

貝
ノ
瀨　

滋
氏
（
再
任
）

議
員
提
出
議
案

◆
三
鷹
市
議
会
会
議
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則

　

地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
に

伴
い
、
規
定
を
整
備
す
る
も
の

で
す
。意

見
書（
要
旨
）

▪
東
京
電
子
自
治
体
共
同
運
営

サ
ー
ビ
ス
に
お
け
る
入
札
参
加

資
格
申
請
の
代
理
申
請
シ
ス
テ

ム
の
構
築
及
び
行
政
書
士
用
電

子
証
明
書
を
使
用
可
能
と
す
る

シ
ス
テ
ム
の
改
築
に
関
す
る
意

見
書

　

本
市
議
会
は
、
東
京
都
に
対

し
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
要
望

す
る
。

⑴
東
京
電
子
自
治
体
共
同
運
営

サ
ー
ビ
ス
に
お
け
る
入
札
参
加

資
格
申
請
に
関
し
て
、
代
理
申

請
シ
ス
テ
ム
を
構
築
し
、
当
該

シ
ス
テ
ム
に
行
政
書
士
用
電
子

証
明
書
を
使
用
で
き
る
よ
う
に

す
る
こ
と
。
⑵
東
京
電
子
自
治

体
共
同
運
営
サ
ー
ビ
ス
に
お
け

る
既
存
の
電
子
申
請
の
代
理
申

請
シ
ス
テ
ム
に
関
し
て
、
行
政

書
士
用
電
子
証
明
書
を
使
用
で

き
る
シ
ス
テ
ム
改
築
を
行
う
こ

と
。

▪
地
方
消
費
者
行
政
の
抜
本
的

拡
充
に
必
要
な
法
制
度
の
整
備

及
び
財
政
措
置
を
政
府
等
に
求

め
る
意
見
書

　

本
市
議
会
は
、
国
会
及
び
政

府
に
対
し
、
次
の
事
項
に
つ
い

て
求
め
る
。

⑴
消
費
者
の
苦
情
相
談
が
地
方

自
治
体
の
消
費
生
活
相
談
窓
口

で
適
切
に
助
言
・
あ
っ
せ
ん
等

に
よ
り
解
決
さ
れ
る
よ
う
、
消

費
生
活
セ
ン
タ
ー
の
権
限
を
法

的
に
位
置
づ
け
る
と
と
も
に
、

消
費
者
被
害
情
報
の
集
約
体
制

を
強
化
し
、
国
と
地
方
の
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
を
構
築
す
る
こ
と

等
、
必
要
な
法
制
度
の
整
備
を

す
る
こ
と
。
⑵
地
方
消
費
者
行

政
の
体
制
・
人
員
・
予
算
を
抜

本
的
に
拡
充
・
強
化
す
る
た
め

の
財
政
措
置
を
と
る
こ
と
。

▪
障
害
者
自
立
支
援
法
の
「
定

時
改
正
」
に
お
け
る
抜
本
的
見

直
し
を
求
め
る
意
見
書

　

本
市
議
会
は
、
国
会
及
び
政

府
に
対
し
、
自
立
支
援
法
の

「
定
時
改
正
」
に
対
し
て
、
次

の
諸
点
を
盛
り
込
ん
だ
抜
本
的

見
直
し
を
す
る
よ
う
求
め
る
。

⑴
障
が
い
の
あ
る
人
の
所
得
の

実
態
と
と
も
に
、
障
が
い
に
着

目
し
た
負
担
制
度
の
あ
り
方
を

検
討
さ
れ
た
い
。
⑵
適
切
な
サ

ー
ビ
ス
を
保
障
で
き
る
報
酬
水

準
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
区

市
町
村
の
「
超
過
負
担
」
を
考

慮
し
た
報
酬
体
系
に
改
め
る
よ

う
に
さ
れ
た
い
。
⑶
「
定
時
改

正
」
に
当
た
っ
て
は
、
障
が
い

の
あ
る
人
と
そ
の
家
族
等
の
実

態
に
基
づ
い
た
自
立
支
援
法
の

徹
底
的
な
検
証
を
行
う
と
と
も

に
、
区
市
町
村
の
意
見
を
十
分

反
映
す
る
よ
う
に
さ
れ
た
い
。

▪
道
路
財
源
の
「
一
般
財
源

化
」
に
関
す
る
意
見
書

　

本
市
議
会
は
、
政
府
に
対

し
、
次
の
重
点
事
項
の
取
り
組

み
を
要
請
す
る
。

⑴
道
路
財
源
の「
一
般
財
源
化
」

に
当
た
っ
て
は
、
地
方
税
分
及

び
譲
与
税
分
、
さ
ら
に
は
、
交

付
金
、
補
助
金
と
し
て
地
方
に

配
分
さ
れ
て
い
る
財
源
に
つ
い

て
、
地
方
枠
と
し
て
維
持
す
る

こ
と
。
⑵
改
め
て
各
地
方
公
共

団
体
に
配
分
す
る
場
合
の
枠
組

み
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
道

路
整
備
が
お
く
れ
て
い
る
地
域

に
、
よ
り
重
点
的
に
配
分
す
る

よ
う
配
慮
す
る
こ
と
。
ま
た
、

地
方
の
自
由
度
を
拡
大
す
る
よ

う
な
新
型
交
付
金
な
ど
の
創
設

を
行
う
こ
と
。
⑶
本
年
度
の
暫

定
税
率
の
失
効
等
に
伴
い
発

生
し
た
歳
入
欠
陥
等
に
つ
い
て

は
、
全
額
を
地
方
特
例
交
付
金

に
よ
り
補
て
ん
す
る
な
ど
政
府

に
お
け
る
適
切
な
対
策
を
講
じ

る
こ
と
。

▪
ヒ
ト
Ｔ
細
胞
白
血
病
ウ
イ
ル

ス
１
型
（
Ｈ
Ｔ
Ｌ
Ｖ―

１
）
関

連
疾
患
に
関
す
る
意
見
書

　

本
市
議
会
は
、政
府
に
対
し
、

ヒ
ト
Ｔ
細
胞
白
血
病
ウ
イ
ル
ス

１
型
関
連
の
疾
患
の
予
防
、
感

染
の
拡
大
防
止
を
推
進
す
る
た

め
、
次
の
項
目
に
つ
い
て
早
急

に
実
現
す
る
よ
う
強
く
要
望
す

る
。

⑴
潜
在
患
者
の
把
握
な
ど
実
態

調
査
を
行
う
こ
と
。
⑵
医
療
機

関
等
へ
の
Ｈ
Ｔ
Ｌ
Ｖ―

１
に
関

す
る
情
報
を
周
知
徹
底
す
る
こ

と
。
⑶
治
療
研
究
の
促
進
及
び

ワ
ク
チ
ン
の
開
発
を
行
う
こ

と
。
⑷
ウ
イ
ル
ス
感
染
者
の
相

談
体
制
の
充
実
を
図
る
こ
と
。

⑸
発
症
者
へ
の
支
援
、
福
祉
対

策
を
推
進
す
る
こ
と
。

▪
新
た
な
地
方
公
会
計
制
度
に

お
け
る
会
計
基
準
の
整
備
に
関

す
る
意
見
書

　

本
市
議
会
は
、
国
会
及
び
政

府
に
対
し
、
多
く
の
自
治
体
の

参
画
の
も
と
に
、
他
の
自
治
体

や
民
間
企
業
と
の
比
較
・
分
析

を
行
い
、
事
業
の
的
確
な
評
価

や
改
善
を
行
う
こ
と
を
可
能
と

す
る
全
国
標
準
的
な
会
計
基
準

の
整
備
に
早
急
に
着
手
す
る
よ

う
強
く
要
請
す
る
。

▪
「
協
同
労
働
の
協
同
組
合

法
」
の
速
や
か
な
制
定
を
求
め

る
意
見
書

　
「
協
同
労
働
の
協
同
組
合
」

は
、
働
く
こ
と
・
生
き
る
こ
と

に
困
難
を
抱
え
る
人
々
自
身

が
、
社
会
連
帯
の
中
で
仕
事
を

起
こ
し
、
社
会
に
参
加
す
る
道

を
開
く
も
の
で
あ
る
。し
か
し
、

現
在
こ
の
「
協
同
労
働
の
協
同

組
合
」
に
は
法
的
根
拠
が
な
い

た
め
、
団
体
と
し
て
入
札
・
契

約
が
で
き
な
い
、
社
会
保
障
の

負
担
が
個
人
に
か
か
る
な
ど
の

問
題
が
あ
る
。
よ
っ
て
、
本
市

議
会
は
、
政
府
に
対
し
、「
協

同
労
働
の
協
同
組
合
法
」
の
速

や
か
な
制
定
を
求
め
る
も
の
で

あ
る
。

▪
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
に
お
け
る

拡
大
生
産
者
責
任
を
求
め
る
意

見
書

　

廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の
適
正
処

理
は
、
原
料
や
添
加
剤
の
使
用

状
況
な
ど
を
熟
知
し
て
い
る
生

産
者
こ
そ
が
担
う
べ
き
で
あ

り
、
拡
大
生
産
者
責
任
を
確
立

し
て
こ
そ
発
生
抑
制
が
き
き
、

ま
た
、
環
境
に
負
荷
が
か
か
ら

な
い
も
の
づ
く
り
、
仕
組
み
づ

く
り
に
つ
な
が
る
。
よ
っ
て
、

本
市
議
会
は
、
国
会
及
び
政
府

に
対
し
、
真
の
資
源
循
環
型

社
会
実
現
の
た
め
、
廃
プ
ラ
ス

チ
ッ
ク
に
お
け
る
拡
大
生
産
者

責
任
を
早
急
に
強
化
す
る
よ
う

強
く
要
望
す
る
。

▪
東
京
都
築
地
中
央
卸
売
市
場

の
「
豊
洲
移
転
」
に
つ
い
て
見

直
し
を
求
め
る
意
見
書

　

本
市
議
会
は
、
東
京
都
に
対

し
、
三
鷹
市
民
も
含
め
た
都
民

の
食
卓
を
賄
う
中
央
卸
売
市
場

の
移
転
に
当
た
っ
て
は
、
食
の

安
全
・
安
心
を
確
保
す
る
た
め
、

東
京
都
が
進
め
る
今
回
の
計
画

に
つ
い
て
慎
重
に
見
直
す
こ
と

を
強
く
求
め
る
も
の
で
あ
る
。

指
定
管
理
者
制
度
を
導
入
す
る

三
鷹
市
市
民
協
働
セ
ン
タ
ー


